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　６月９日（日）、新緑に囲まれた小学校校庭で、齋藤団長以下団員１２０名が集結し、大衡村消防団消防演
習を実施しました。
　演習では観閲、機械器具点検に続き、部隊訓練を行い、指揮者の山路第１分団長の号令に従い、隊列を乱す
ことなく正確な動きを披露しました。また、第６分団に配備された小型動力ポンプ付軽積載車が初登場し、参
加者の注目を集めるとともに、４年振りとなる実地放水も行われ、きびきびとした動きで、日頃鍛錬している
技量を披露し、観客から歓声と大きな拍手が送られました。

村消防団消防演習実施

祝　人口６,０００人達成

六　千　人　達　成祝

▲6,000 人目の望生ちゃん

▲渡辺さんご家族

　大衡村の人口が１７年１０カ月ぶりに６,０００人を超えたことを記念し、５月２９日（水）、庁舎玄関ホール
で人口６,０００人達成記念セレモニーが行われました。
　記念すべき６,０００人目は、５月１０日に出生届を提出に訪れた渡辺裕二さん（ときわ台）の長女・
望生ちゃん。セレモニーでは、萩原村長から一家で訪れた渡辺さんに祝詞と記念品としてお米３０㎏の目録が
贈呈されました。
　渡辺さんは「子育て支援が充実しているので大衡村に定住を決めました。豊かな自然に囲まれ、大衡
村で子どもと一緒に過ごしていきたい」と話されました。
　村の人口は、平成２２年には５,４６６人まで減少しましたが、第二仙台北部中核工業団地を中心とし
た企業立地やときわ台団地・ときわ台南団地の分譲、子育て支援に取り組み、若い世代を中心に転入者
が増え平成２３年から緩やかに増加傾向にありました。
　今後も安心して快適に暮らせる、良質なまちづくりに努めてまいります。
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　１０月に予定されている消費税・地方消費税の引上げが、低所得者・子育て世帯の消費に与える
影響を緩和し、地域における消費を喚起・下支えするため、プレミアム付商品券を販売します。

購入可能な方
【対象者１】令和元年度の住民税が非課税の方
　　　　　（生計を一にする配偶者・扶養者と生活保護受給者を除く）
【対象者２】３歳未満のお子さん（平成２８年４月２日から令和元年９月３０日生まれ）がいる世帯
　　　　　の世帯主
販　売　額
　１セット４,０００円（５００円券１０枚綴り　５,０００円分）

購入手続・購入限度額等
【対象者１の方】
　○購入希望申請書を郵送しますので、必要事項を記入の上、住民生活課へ申請してください。　　
　　９月から順次、購入引換券を送付します。
　○申請者１名につき、５セットまで購入できます。
【対象者２の方】
　○手続きは必要ありません。９月から順次、購入引換券を送付します。
　○お子さん１名につき、５セットまで購入できます。
◆販売期間　１０月１日（火）～令和２年３月２日（月）
◆使用期間　１０月１日（火）～令和２年３月３１日（火）
◆取　扱　店　村内の取扱店で使用できます。
　　　　　　（※現在公募中のため、決まり次第広報、ホームページでお知らせします。）
◆問い合わせ先　住民生活課　☎３４１－８５１２

プレミアム付商品券のお知らせ


